
神戸市における地域主体の
コミュニティ交通導入支援について

神戸市 都市局 交通政策課

令和８年３月 1



神戸市の取り組み
～地域の実情に応じた処方箋～
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仮設の停留所を設置し、1年間の試験運行を実施 ４か所
の利用者数が既存３カ所の利用人数（52人/日）以上であ
れば、目標達成し、本設置となる（R6試験運行実施）

地域が「乗って支える取り組み」を実施した結果
目標を達成（58人/日）し、R7年度からの格運用が実現

＜乗って支える取り組み＞
・バスの積極的な利用
・広報啓発活動
・ポケット時刻表の作成
・利用促進券の発行

沿線住民の「乗って支える」取り組みを支援

路線バスの運行改善の取り組み
路線バス運行維持改善事業

垂水区 神和台（山陽バス）
神和台

神和台北公園前

路線バス停留所の新設

路線バス停留所の新設
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地域の需要に合った輸送手段の見直し

路線バス 地域コミュニティ交通

 

＜参考４＞10 月からの八多町・淡河町の公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考３＞9月 30 日までの八多町・淡河町の公共交通 

 

 

 

 

 

＜参考３＞9月 30 日までの八多町・淡河町の公共交通 

 

 

 

 

 

 

＜参考４＞10 月からの八多町・淡河町の公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線バス休止前

路線バス休止後

路線バスが休廃止してしまった地域への支援

北区 八多町・淡河町 「八多淡河バス」

地域コミュニティ交通導入支援事業

ダウンサイジング
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西神中央駅

小学生の通学に使われていた路線バスの廃止に伴う交通モードの変更

路線バスが休廃止してしまった地域への支援

西区 櫨谷町 「すこやかバス」

（運行内容）

車両：タクシー車両（乗客定員４名）

日時：平日・土曜（日祝運休）

７時台～19時台（毎時１便）

運賃：700円（１名利用時）

400円（２名利用時）

300円（３名以上乗合時）

地域コミュニティ交通導入支援事業（デマンド運行）
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地域の実情に応じた地域の交通

（運行内容）

車両：ワゴン型車両（定員９名）×２台

日時：平日・土曜（日祝運休）

９時～19時（土曜は～16時）20便/日

運賃：大人300円、小人200円

（利用者数）33,399人/年（116.3人/日）
※Ｒ６年度実績

狭隘な道路も運行可能な小型車両の導入

垂水区 塩屋地域「しおかぜ」

地域コミュニティ交通導入支援事業
（路線定期運行）
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スズキソリオ（乗客定員4名）

ルート図

運転手は地域住民が担い、
普段は他の仕事をしている

淡河地域福祉センター
ネスタリゾート神戸

路線バスがなく、交通が不便な地域への支援

住民による公共交通の運行

北区 淡河ゾーンバス

地域コミュニティ交通導入支援事業
（公共ライドシェア）

（運行内容）

車両：普通車（定員４名）

日時：7時台～20時台

平日４～５便、土日２便

運賃：大人300円

（利用者数）5,088人/年（14.1人/日）
※Ｒ６年度実績
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地域の交通資源の活用

地域事業者が運行する送迎バスへ地域住民が混乗

北区 山の街地域

地域開放型送迎バス

運行事業者：医療法人社団健心会・こやまクリニック

対象地域 ：山の街まちづくり協議会

運行日 ：月・火・水・金・土

運行時間 ：8：30～12：00 青ルート ４便、赤ルート ４便
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【目的】
自動運転サービスによって、バス・タクシーの運転手不足問題の
解決、また、公共交通の維持・充実を図り、神戸の魅力・活力の向
上に資する利便性の高い公共交通の実現を目指す。
灘の酒蔵での実証実験を踏まえて、将来的にニュータウンでの地
域コミュニティ交通の自動運転サービスを検討

●カメラ：物体、信号の色などを確認する

●レーダー：物体までの距離と速度を検出する

●ライダー：物体の位置や形状を検出する

運転手不足に向けた新たな技術の活用

自動運転の実証実験

令和７年度に、神戸市内 灘の酒蔵エリアで実証事業を実施
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運行距離 5.35km※2
今年度の実施ルート

次年度以降に拡大を検討するエリア

（双方とも概ねの範囲）

次年度以降に検討する駅へのアクセス
※2 今年度実施予定エリアの運行距離



地域コミュニティ交通の支援制度
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役割分担と連携協力のイメージ

覚書締結

神戸市では、既存の公共交通では十分にサービスが行き届かない等、地域の生活交通に課題を抱えて

いる地域において、地域住民が主体的に取り組む地域コミュニティ交通の導入を支援しています。

◆地域住民（地域組織）の役割

ア 健全で持続可能な組織づくり

イ 利用者の確保及び利用促進

ウ 地域の実情に応じた運行形態の検討

エ 利用者のニーズ把握

オ 停留所設置等，運行にかかる地域内調整

◆運行事業者の役割

ア 乗合旅客運送に関する許可申請手続き及び乗合旅客運送

イ 安全で快適な運行とサービスの提供

ウ 停留所の維持管理

エ 運行費用，運賃収入および利用者数の実態把握及び報告

オ 運賃の徴収管理

カ 運賃収入及び市の補助金で運行経費が賄えない場合の対応

◆神戸市の役割

ア 地域コミュニティ交通運行事業に要する

費用の一部の補助

イ 行政関係者等の調整

神戸市地域コミュニティ交通支援制度

地域の実情に応じた多様な地域コミュニティ交通の実現に向けて、地域・運行事業者・神戸市が

適正な役割分担のもと、互いに連携協力しながら取り組む活動を支援します。
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路線バスと地域コミュニティ交通の違い

運行経費を不特定多数の利用者の

運賃収入で支える

住宅地A 住宅地B 住宅地C

駅

路線バス
複数の地域にまたがって運行

住民や学生、観光客等の不特定多数の利用

運行計画は、運行事業者が主体的に判断

地域コミュニティ交通

特定の地域（公共交通のない地域）を運行

主な利用者は地域住民

運行計画は、地域･事業者･神戸市で検討

運行経費の一部を地域住民の皆さん

の運賃収入で支える 12



運行経費

0 10 40 50

運賃収入

60 70 80 90 100

運賃収入

運賃収入

・運行経費から運賃収入を差し引いた欠損補填

補助限度額

20 30

運行補助

補助限度額

市 街 地：運行経費の上限５０％

田園地域：運行経費の上限７５％

取組の流れと支援メニュー

神戸市地域コミュニティ交通支援制度

地域の実情に応じた適正な運行形態による運行の継続に必要な欠損補填

３．運行計画の検討

４．試験運行

５．本格運行

２．需要調査

本
格
運
行

導
入
検
討

取組を行う地域組織を立ち上げていただきます。

運行事業者を公募し、運行計画を検討します。

継続運行を見極める試験運行を実施します。

地域住民とともに運行継続に取り組みます。

住民を対象としたアンケート調査を実施します。

１．地域組織の立ち上げ
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ポイント２

運行形態は運行経費に影響 ⇒ 利用者数などに応じて決定

車両サイズ 車両台数 運行時間

バス車両
(定員10人以上)

タクシー車両
(定員9人以下) 1台

2台

約９時間/日

多くの利用者が乗れる車両がいい！ 朝から晩まで長時間走ってほしい！頻繁に走っててほしい！

駅や病院､お店等いろんな場所に行きたい！

出来れば･･･

地域の実情に応じた運行形態
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多

少

利
用
者
数

地域の実情に応じた運行形態

※市街化地域の場合
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デマンド運行支援

（対象地域）

地域住民が少ないなど、路線定期運行を支えるだけの需要がない地域（少需要地域）

（運行支援）

・１運行毎の運行単価を設定し、運行単価の上限５割を補助

・乗合割引運賃（割勘運賃）を設定

・補助限度額 350万円/年 （市街地の場合）

・１人あたり補助額300円以内となる目標乗合率を設定

・乗合を促すためのWeb予約システムを導入

運行単価 運賃
（利用者負担）

補助
（運行単価の上限5割）

運行
単価

乗
合
率

運賃
設定

補助
額

1人あたり
補助額

1,000円

１ 500円 500円 500円

２ 250円 500円 250円

３ 200円 400円 133円

４ 200円 200円 50円

（例）運行単価1,000円の場合
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H27 H29 R2 R7

18地域

望海台

学園東町

塩屋
西須磨

中央区東部

篠原伯母野山

西岡本

柏尾台･青葉台

唐櫃台

生野高原

櫨谷町

岩岡町

淡河町

八多町

大沢町
本格運行：

試験運行：

13地域

５地域

4地域

市内の取組地域 （令和８年３月現在）

上唐櫃

道場町

花山
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（運行内容）

車両：ワゴン型車両（定員８名）

日時：平日・土曜（日祝運休）

９時～18時 32便/日

４丁目ルート、中央区ルート、１・２丁目ルート

の３つのルートを運行

運賃：大人200円、小人100円

（利用者数）37,456人/年（83.2人/日）
※Ｒ６年度実績（試験運行時）

北区 唐櫃台地域「からとんくるりんバス」

路線定期運行

今年度本格運行した地域事例



STEP2.地域組織の設立

STEP3. 需要調査

STEP4. 運行計画の検討

STEP5. 試験運行

STEP6. 本格運行

STEP1. 出前トーク

取り組みの流れ 地域組織の立ち上げ

住民の賛同を得て設立された地域組織を

取り組みを行う地域の代表として認定！

認定要件

組織体制・活動内容が地区の住民の

半数以上の賛同を得ていること
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地域組織の立ち上げ（手順）
１．対象エリアの検討

市の職員とともに、

どこまでの範囲を

対象にバスを走ら

せるかを検討します。

２．組織体制･組織規約の作成

組織の名簿や役職、

活動内容を定めた

組織規約を作成します。

（規約のひな形あります）

３．住民の賛同確認

アンケートや署名活動等で住民の半数以

上の賛同を確認します。

自治会の総会決議等で

代用可能です。

４．地域組織の認定

賛同が確認されれば、設立総会を開催し、

必要書類を提出する

ことで、市から認定

を受けます。
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需要調査

STEP2. 地域組織の設立

STEP3. 需要調査

STEP4. 運行計画の検討

STEP5. 試験運行

STEP6. 本格運行

STEP1. 出前トーク

需要調査

検討エリアの住民を対象としたアンケート調査を実施し、地
域の移動ニーズを客観的に把握し、地域コミュニティ交通の
導入目的を明確化します。

地域コミュニティ交通の利用意向

・利用目的
・目的地
・利用時間帯
・目的地への所要時間
・許容運賃
・利用頻度 他
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運行計画の検討

地域の皆さんに
やっていただきたいこと①

・アンケート調査のＰＲ
アンケート調査を実施することの

お知らせ、ご協力の呼び掛け

・アンケート調査の配布回収
調査用紙の配布や回収、必要に応じ

て回答の督促など、回収率を高める

ためのご協力をお願いします
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運行計画の検討

STEP2. 地域組織の設立

STEP3. 需要調査

STEP4.運行計画の検討

STEP5. 試験運行

STEP6. 本格運行

STEP1. 出前トーク
運行計画の検討

需要調査で把握した地域の移動ニーズに応じて、公募

により運行事業者（バスorタクシー）を選定します。

運行ルートや停留所位置の検討にあたっては、客観的

データに基づいて地域・運行事業者・神戸市で検討し

ます。
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地域の皆さんに
やっていただきたいこと②

・運行事業者の選定
事業者からの提案を聞き、最も良い

と思う事業者を選定してください

・住民へのバス停設置調整
まち歩きによるバス停位置の検討、

バス停設置のための地先住民への

ご説明など、ご協力をお願いします

運行計画の検討
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試験運行

STEP2. 地域組織の設立

STEP3. 需要調査

STEP4. 運行計画の検討

STEP5. 試験運行

STEP6. 本格運行

STEP1. 出前トーク
試験運行

市の支援を前提に継続的な運行が可能かを見極めるための

試験運行を短期(3か月)と長期(6か月)の合計9か月間実施

します。

試験運行期間中の利用実績から、市の運行支援（市街地であ

れば、運行経費の上限5割）を前提に、継続的な運行（本格運

行）が可能かを見極めます。
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試験運行

地域の皆さんに
やっていただきたいこと③

・乗って支える活動
運行を支えるため、積極的にご利用い

ただき、広報活動や利用促進活動を実

施し、目標達成を目指しましょう！
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本格運行

STEP2. 地域組織の設立

STEP3. 需要調査

STEP4. 運行計画の検討

STEP5. 試験運行

STEP6. 本格運行

STEP1. 出前トーク
継続的な乗って支える活動

本格運行後も運行を支えるための継続的な活動を

お願いしています。

必要に応じた運行内容の見直し

移動ニーズや利用者数の変化に応じて、運行内容を

見直し、運行を継続できるよう、ご協力をお願いし

ています。

利
用
者
数

目標値
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本格運行

地域に皆さんに
やっていただきたいこと④

・継続的な乗って支える活動
本格運行後も運行を支えるための

継続的な活動をお願いします！

・必要に応じた運行内容の見直し

移動ニーズや利用者数の変化に応じて、

運行内容を見直し、運行を継続できる

よう、ご協力をお願いします！

利
用
者
数

目標値
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利用促進の取り組み 事例① 地域ニュースの配布

北区唐櫃台地区「からとんくるりんバス」

29



利用促進の取り組み 事例② 地域イベント

北区唐櫃台地区「からとんくるりんバス」 バスまつり
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利用促進の取り組み 事例③ 利用促進券

《利用促進券》
・1回の乗車で、最大3枚まで利用可能
・運賃との差額は現金で支払い
（例）1枚利用＋現金：差額200円
・発行：地域組織

地域
組織

商業
施設 利用者

運行事
業者

購入
発行

配布

一定額以上の買い物

支払い
利用促進券+現金

請求

支払い

参考例
【イオン】

〇配布日：毎月20日、30日

毎週火曜日
イオンお客様感謝デー

〇配布条件
①当日にしおかぜを利用※
※運行事業者にて乗車証明書を発行

②税込み3,000円以上の買い物

〇配布枚数： 利用促進券 2枚

《制度イメージ》

垂水区塩屋地区「しおかぜ」
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地域コミュニティ交通における神戸市が抱える課題

32

①地域組織の持続的な利用促進活動

R8より、地域組織支援を手厚くし、地域支援制度の見直しを実施する予定

②増加する地域への対応（職員のマンパワー不足）

R7より、コンサルタントへの外部委託を試行的に実施中

③運行事業者の運転手確保

公共ライドシェアなど、地域にボランティア運転手を継続して協力いただくことが課題


